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愛知労働局ってどんな組織？

厚生労働省

（本省）

都道府県

労働局

公共職業安定所（ハローワーク）

労働基準監督署

厚生労働省の出先機関で
全国47都道府県ごとに

ある労働局のうちの１つです
愛知労働局は

18のハローワークと
14の労働基準監督署を
所管しています
※出張所・支署含む

愛知労働局の
職員数は

約1,000名！

１

スライドではピラミッドの図で示してあります
が、一番上の「厚生労働省（本省）」が担う役割
の一つに「労働行政」があります。

そして「労働行政」を担う地方機関として、図
の中心にある「都道府県労働局」が設置されてい
ます。

また、「都道府県労働局」のもとに「公共職業
安定所（愛称：ハローワーク）」や「労働基準監
督署」が設置され、地域に密着した行政サービス
を提供しています。

愛知労働局の場合、県内に18のハローワーク
と、14の労働基準監督署があり、職員数は全体
で約1,000名です。



労働局は「働く」に関わる総合機関です！

２

職業安定行政

～お仕事探しと
人材確保支援～

人材開発行政

～能力向上・
キャリア開発～

労働基準行政

～安心安全・健康
に働ける職場へ～

雇用環境・均等行政

～男女共に活躍でき
る雇用環境へ～

★詳しくはパンフレットP１～5をチェック！

社会経済の発展にとってなくてはならない「労働」「働く」
に関連する様々な分野において、総合的・一元的に業務を運
営しながら、地域に密着した支援を行っています。

労働局の所掌する業務は幅広いものですが、大
きく分ければ、４つの「行政区分」があり、それ
らを総合的・一元的に運営しています。

緑色の「職業安定行政」は、すべての人々が、
その能力を最大限に発揮して働けるようにすると
ともに、人材を求める企業のニーズに応えること
などを目的としています。
黄色の「人材開発行政」は、すべての人々が能
力を高め、各々に適した仕事に就けるよう支援す
ることを目的としています。
青色の「労働基準行政」は、労働条件の向上、
労働者の安全と健康の確保・改善を図ることを目
的としています。
ピンク色の「雇用環境・均等行政」は、働き方
改革を進め、誰もがいきいきと働きやすい雇用環
境を実現することを目的としています。

愛知労働局では、職業安定・人材開発行政につ
いては「ハローワーク」、労働基準行政について
は「労働基準監督署」、そして雇用環境・均等行
政については労働局内にある「雇用環境・均等
部」が、各行政の第一線機関としてこれらの業務
を担っています。



２種類のキャリアパスがあります

厚生労働事務官には2種類のキャリアパスがあり、いず
れかを選択したうえで採用面接を受けていただきます。

３

•ハローワークや労働局での勤務を主としたキャリ
アパス
…働く人の職業の安定（職業相談・職業紹介、雇
用保険、雇用対策、人材育成）等に関する業務を
中心としたキャリアパス

事務官
（共通）

•労働基準監督署や労働局での勤務を主
としたキャリアパス
…労災補償業務や労働保険適用・徴収業
務を中心としたキャリアパス

事務官
（基準）

★この後の説明では、「ハローワークや労働局での勤務を主としたキャリアパ
ス」を「事務官（共通）」として説明します。

★キャリアパスの詳しい説明はパンフレットP.6～7をチェック！

入省後のキャリアパスについて説明します。

愛知労働局の選考に応募いただく場合は、ここ
にある２つのキャリアパスから希望する方をあら
かじめ選択していただくことになります。
そして、選択されたキャリアパスで内定を受け
た後にそのキャリアパスでの採用となります。

緑色の「事務官（共通）」は、ハローワークを
中心に勤務するキャリアパスです。
青色の「事務官（基準）」は、労働基準監督署
を中心に勤務するキャリアパスです。

今回実施を予定しているのは、事務官（共通）
のみとなりますのでご注意ください。



事務官（共通）の業務について
事務官（共通）の場合、ハローワークへ配属となる場合が多いため、
ここではハローワークでの業務を中心に説明します。

４
★ハローワークの開庁時間は原則午前8時30分から午後５時１５分ですが、一部の

ハローワークでは夜間や土日の開庁があり、シフト勤務となる場合があります。

雇用
保険

雇用
対策

職業
紹介

・受給資格決定、失業の認定
・雇用保険の適用

・障害者の雇用率達成指導
・雇用維持に係る支援

・職業相談、職業紹介
・求人受理、求人開拓

ここからは、「事務官（共通）」について説明し
ます。

事務官（共通）を選択した場合、ハローワークに
配属となる場合が多いため、ここではハローワー
クでの業務を中心に説明します。

ハローワークの業務は大きく分けて「雇用保険」
「雇用対策」「職業紹介」があります。
この３つの業務について、以降のスライドから順
に説明しますが、３つ以外にも「庶務」といって
ハローワークで働く職員の勤怠管理等に関する業
務を行う部門もあります。



事務官（共通）の業務について

５
★失業中の方への給付以外にも、早期に再就職された方や育児休業等を

される方への給付金など、さまざまな種類があります。

雇用保険業務

失業中の方等
への支援

雇用保険の失業給付の受
給を開始する際の手続き

（資格決定）

失業給付を受けられてい
る方の求職状況等の確認
および給付金の支払い

（失業の認定）

雇用保険の手続
きに関する業務

雇用保険への加入要件を
満たす従業員に係る取得
（加入）手続き・喪失
（脱退）手続き

雇用保険を喪失（脱退）
された方に係る、失業給
付の受給に必要な書類の
作成等

雇用保険給付課 雇用保険適用課

まず「雇用保険業務」についてご説明しますが、
こちらは大きく２つの業務に分かれます。

左側に「失業中の方等への支援」とあります。
「ハローワークで失業保険（＝失業給付）をもら
う」と言われることがありますが、この「失業給
付」は、仕事を失った方がハローワークに手続き
をすることで受け取ることができるものです。失
業給付を受けとりに来た方に受給の資格（給付金
がもらえる資格）があるかどうかを審査・決定
（受給資格決定）したり、お仕事探しの状況を確
認して、給付金の支払いを行う（失業の認定）業
務をおこなっています。

一方、右側は「雇用保険の手続きに関する業務」
とあります。
会社が従業員を雇う場合、「雇用保険」の加入要
件を満たせばその従業員に関する取得手続きが必
要ですし、雇用保険に加入している従業員が会社
を辞めた場合には喪失手続きが必要になります。
また、失業給付を受給するための書類の作成も会
社がおこないますが、その書類手続の受付をする
こともこの業務の一つです。



事務官（共通）の業務について

６

雇用対策業務

•支援機関等と連携した職業相談・職業紹介

•障がい者・高齢者の方等の就職促進等の業務

障がい者・高齢者
の方等への支援

•労働者に有益な対策を行った事業主に対する
助成金の支給（雇用維持・正社員登用等）

雇用維持に係る

支援

•中学校・高校の新規卒業者向けの求人受
理、中学校・高校への情報提供、学校の
先生と連携した職業相談・職業紹介

•大学新規卒業者等を専門とした支援

学卒者への支援

ハローワークには、専門援助部門・学卒部門など、対象
となる方へ専門的な支援を行う窓口があります。

次は「雇用対策業務」になります。

ハローワークには、専門援助部門・学卒部門など、
対象となる方へ専門的な支援を行う窓口がありま
す。
対象となるのは、「障害のある方や高齢者等」
「学卒者（中学・高校の新規卒業者や大学新規卒
業者等）」です。
障害のある方については、必要に応じて「支援機
関」と連携した支援を行います。
「支援機関」というのは、生活や就労に関する全
般について、その障害者と近い関係で関わり支援
している機関です。
障害者の就職と職場定着を進めるために、この
「支援機関」と「ハローワーク」がチームとして
連携して業務を行っています。

また、学卒者への支援としては、中学校、高校を
卒業後、就職を希望する学生向けに会社から求人
を受理したり、求人情報を学校に提供したり、進
路指導の先生と連携して学生の就職支援を行って
います。



お仕事を探している方

への支援

職業相談・職業紹介

専用機器を用いた適職診断

職業訓練（ハロートレーニング）

のあっせん

人材を求める会社

への支援

求人の受理

求人開拓

その他の事業主支援

事務官（共通）の業務について

７

職業相談業務

最後は「職業相談業務」ですが、こちらも大きく
２つに分けられます。

図の左側「お仕事を探している方への支援」では
「職業紹介」などの業務があります。
お仕事探しに来られる方と仕事に関する相談をし
て、希望の条件（求職情報）を確認し、その人に
合った求人を紹介することで、会社と人を結びつ
ける（マッチングさせる）業務です。
利用者が求人を選んでくることもありますが、な
かなか応募する求人を決められない方に対しては
希望等の話をよく聞いた上で、その人に合った仕
事を考え、「こんな求人もあるけれどいかがです
か」と提案することもあります。

右側「人材を求める会社への支援」では、「求人
の受理」等の業務があります。
「求人の受理」では、会社から「こういう人がほ
しい」「こういう条件で働いてほしい」という希
望を聞きながら求人を受付（求人受理）します。
求人を出してもなかなか人がこない場合には、仕
事を探している人の希望条件や地域の労働市場の
情報を提供しながら、条件を見直してもらうこと
もあります。



事務官（共通）の業務について

８

ハローワークの職員として
さまざまな業務を経験し、専門的な
知識、経験やスキルを身につけていく
ことを通じて、お仕事探しをしている
方や会社の幅広いニーズを的確にとら
え、必要なアドバイスや情報提供が

できるようになります！

事務官（共通）を選ぶと…

雇用保険、職業紹介や求人受理に関する専門的な
知識、経験やスキルを身につけていくことを通じ
て、お仕事探しをしている方や会社の幅広いニー
ズを的確にとらえ、必要なアドバイスや情報提供
ができるようになります。

実際に自分の職業相談や紹介が就職に繋がること
や、感謝されることがあると、やりがいにもなり
ますし、自信になって、さらに仕事が楽しくなっ
てきます。

興味を持たれた方は、ぜひ事務官（共通）をご選
択いただければと思います。



愛知労働局には、ハローワーク・監督署
のほかに３つの庁舎があります
事務官（共通）・事務官（基準）のいずれも、定期的な人事異動で愛知労
働局の３庁舎での勤務となることがあります。キャリアパスにより、勤務
する可能性のある部門は異なります。

詳しい業務内容は「愛知労働局ホームページ 各部の

業務内容」で検索！

•総務部（総務課）、雇用環境・均等部、労働基準部
（監督課・安全課・健康課・賃金課）

本庁舎（三の丸庁舎）

•総務部（労働保険徴収課・労働保険適用・事務組合
課）、労働基準部（労災補償課）、愛知労災保険業
務センター、需給調整事業部

広小路庁舎

•職業安定部（職業安定課、職業対策課、訓練課）

伏見庁舎

9

定期的な人事異動（2～3年周期）の中で、愛知
労働局での勤務となる場合があります。

「本庁舎（三の丸庁舎）」には総務課などが入っ
ています。総務課では人事、会計、給与、物品管
理等の業務を行っています。

「広小路庁舎」には労働保険徴収課や需給調整事
業部などが入っています。

「伏見庁舎」には職業安定部が入っています。
職業安定部ではハローワークの業務に関する指
示・指導や、統括管理する業務を行っています。

これらの労働局の部署については、キャリアパス
によって、勤務する可能性のある部署は異なりま
す。



10

研修について

業務が変わる際の単発の研修の他、採用１年目には新規採用者

研修として、全国の同期と受けるオンライン研修があります。

新規採用研修
（４・10月）

労働大学校（埼玉県
朝霞市）での各種研修

職業指導研修Ⅰ～Ⅳ

事業主指導研修

管理監督者研修

など

研修制度について紹介します。

研修にもいろいろな種類がありますが、各労働局
ごとに行う研修や、採用１年目に行われる新規採
用研修、埼玉県朝霞市にある労働大学校で受ける
研修等があります。

労働大学校では新しい業務、新しい役職に就いた
ときにそれに対応した研修が用意されています。
ハローワークや労働基準監督署に配属された際に、
実践で活用できる有意義な研修ですので、新しい
業務に就く時や役職になった時にも安心して業務
にあたることができると思います。
また、労働大学校では集合もしくはオンラインに
て同じ立場・業務の全国の職員と受講するので、
情報を共有できるとても良い機会となっています。



労働局の魅力

地域に
密着した
サービス

「労働」
を専門と
する業務

ワーク・
ライフ・
バランス

窓口での業務が中心です
直接「ありがとう」と
言っていただけるやりがい
のある仕事です

専門性を身に付けることが
できます
社会経済の発展にとって
労働行政の担う役割は大き
いです

マンスリー休暇・育児休業の取得を
促進しています

11

最後に、労働局の魅力についてまとめます。

「地域に密着したサービス」を提供できることが、
労働局の仕事の大きな特徴として挙げられます。
窓口で直接、国民や利用者と接する場面が多く、
その反応がダイレクトに届くため、直接「ありが
とう」と言っていただけることもあり、とてもや
りがいのある仕事です。

また「労働を専門とする業務」ですので、身に付
けた知識や経験は、部門が変わっても他の業務に
活かせることがあり、専門性を高められる点がと
ても面白いところです。

「ワークライフバランス」の充実にも力を入れて
います。
例えば、月に１日以上の有給休暇の取得が促進さ
れていますが、これは「マンスリー休暇」と呼ば
れています。
上司からも積極的に休暇を取るよう促されますの
で、休暇を取得しやすい環境になっています。

「仕事の面白さ」「仕事のやりがい」「ワークラ
イフバランス」がそれぞれ感じられる職場である
ことが、労働局の最大の魅力です。

ご覧いただき、ありがとうございました。


